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道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
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八

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
道
路
整
備
費
の
財
源
の
特
例
措
置
に
関
し
、
毎
年
度
、
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
等
に
相
当
す
る
金

額
を
原
則
と
し
て
道
路
整
備
費
に
充
当
す
る
措
置
を
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

毎
年
度
、
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
等
に
相
当
す
る
金
額
を
原
則
と
し
て
道
路
整
備
費
に
充
当
す
る
措
置
を
廃

止
す
る
。

２

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
制
度
を
廃
止
す
る
。

二
、
一
の
改
正
に
伴
い
、
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

空
港
周
辺
地
域
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
の
対
象
と
な
る
道
路
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を
一
般
国
道
又
は
主
要
な
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三
、
一
の
改
正
に
伴
い
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
に
お
い
て
、
そ
の
経
理
を
明
確
に
す
る
道
路
整
備
事
業
の
対
象
と
な
る
道
路
を
高
速
自

動
車
国
道
、
一
般
国
道
又
は
主
要
な
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

揮
発
油
税
の
収
入
の
一
部
に
つ
い
て
、
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、

毎
会
計
年
度
、
道
路
整
備
勘
定
の
歳
入
に
組
み
入
れ
る
も
の
と
す
る
措
置
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
改
め
る
と
と
も
に
、
道
路
整
備
事
業
の
実
施
の
在
り
方

に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


